
二戸市ふるさと納税返礼品登録についての注意事項 

 

【返礼品登録申請書について】 

３ 返礼品説明   返礼品の内容について、簡単にご記入ください。   （例）・せんべいセット      二戸市内事業所のせんべいの詰め合わせ      ・さくらんぼ      二戸産のさくらんぼ（品種） ○キロ 

12 商品代金   今年度の税込価格をご記入ください。 

 

【地場産品基準について】 

① 二戸市内において生産されたもの。 

…原材料からの生産から、加工・包装等、発送までを市内で行っているもの。 

もし生産・製造において、市外で行っている行程がある場合は、②～⑦の該当す

る項目を選択ください。 

② 二戸市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの。 

・主要な部分…加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回るも

の。 

③ 二戸市内において返礼品等の製造、加工その他工程のうち主要な部分を行
っていることで、相応の付加価値が生じているもの。 

・主要な部分…加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回るも

の。 

・該当しない製造、加工その他工程 

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩漬等/単なる切断/選別/包装作業/改装/仕分

け/マークやラベル等の貼り付け/単なる混合/単なる組み立て 

④ 二戸市内で生産されたものだが、近隣のその他の市町村のものと混在した
もの。 

※流通構造上、混在することが避けられない場合に限る 

⑤ 二戸市の広報目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリ
ジナルグッズその他これらに類いするものであって、形状、名称その他の特徴か

ら二戸市の独自の返礼品であるもの。 

⑥ ①～⑤に該当する返礼品等と、当該返礼品等との間に関連性があるものと
提供するもの。その際は当該返礼品が主要な部分を占めるもの。 

・主要な部分…当該返礼品等の価値が、半分を一定程度以上上回ること。 



（例）二戸市内で生産しているそばと、県内で製造されているそばつゆのセット 
等 

⑦ 二戸市内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該
役務の主要な部分が二戸市に相当程度関連性のあるもの。 

・「その他これに準ずるもの」に、二戸市内で宿泊する等の旅行券・クーポン券

を含む。 

・二戸市外で認められる役務であるもの。 

（例）二戸市外のアンテナショップの飲食スペース）において、二戸市内で生産

された特産品をふんだんに使ったメニューの提供。 


